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提案理由説明

琴浦町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について提案理由

説明を行います。

１ 条例改正理由

これは、疾病その他の理由で長期間町議会の会議等を欠席した議員が議員報酬や期

末手当を辞退又は返還することは、公職選挙法（第 199 条の 2）に規定される寄附行

為に該当するため、禁止されている。そこで、長期間議会の会議等を欠席した場合の

報酬等の減額を行うために必要な改正を行う。

２ 改正案の概要

(１) 議員報酬の減額率

ア）議員活動ができない月が、6月を超え 12 月以下のとき 100 分の 20

イ）議員活動ができない月が、12 月を超え 24 月以下のとき 100 分の 30

ウ）議員活動ができない月が、24 月を超えるとき 100 分の 50

(２) 適用除外

公務上の災害その他これに類するものとして議長が認める理由により欠席した

場合は、上記（１）の規定は適用しない。

(３) 期末手当の減額率

期末手当の支給基準日（以下「基準日」という。）以前６箇月以内に第４条第１項

の規定により議員報酬を減額されている者の期末手当の額は、前条の規定により算

出された期末手当の額から当該期末手当の額に減額率を乗じて得た額を減じた額と

する。

ただし、減額率が２以上ある場合は基準日に近い日に適用した減額率とする。

(４) 施行期日

公布の日から施行する。



令和５年琴浦町条例第 号

琴浦町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

琴浦町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年琴浦町条例第42

号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で

示すように改正する。

改正後 改正前

(議員報酬) (議員報酬)

第３条 略 第３条 略

(議員報酬の減額)

第４条 議会の議員が疾病等自己都合によ

り、町議会の会議、委員会及び地方自治

法(昭和22年法律第67号)第100条第12項

の規定により設置された議案の審査又は

議会の運営に関し協議又は調整を行うた

めの場(以下「町議会の会議等」という。)

の全てを欠席した月(以下「議員活動がで

きない月」という。)が連続して６月を超

えるときは、当該月の議員報酬は、前条

の規定により算出された議員報酬の額か

ら当該議員報酬の額に次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合(以下

「減額率」という。)を乗じて得た額を減

じた額とする。

(１) 議員活動ができない月が連続して

６月を超え12月以下のとき 100分の2

0

(２) 議員活動ができない月が連続して

12月を超え24月以下のとき 100分の3

0



附 則

この条例は、公布の日から施行する。

(３) 議員活動ができない月が連続して

24月を超えるとき 100分の50

２ 公務上の災害その他これらに類するも

のとして議長が認める理由により町議会

の会議等を欠席したときは、前項の規定

は適用しない。

(費用弁償) (費用弁償)

第５条 略 第４条 略

(期末手当) (期末手当)

第６条 略 第５条 略

(期末手当の減額)

第７条 期末手当の支給基準日(以下「基準

日」という。)以前６箇月以内に第４条第

１項の規定により議員報酬を減額されて

いる者の期末手当の額は、前条の規定に

より算出された期末手当の額から当該期

末手当の額に減額率を乗じて得た額を減

じた額とする。ただし、減額率が２以上

ある場合は基準日に近い日に適用した減

額率とする。

(準用) (準用)

第８条 略 第６条 略

別表(第５条関係) 別表(第４条関係)

略 略


